
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生年金に加入をした者は第 2 号被保険者という資格区分に分類され、その配偶者（20 歳以上 60 歳

未満で年収が 130 万円未満の者）は第 3 号被保険者という資格区分に分類されます。第 3 号被保険

者の大きな特徴は、国民年金保険料を個別で納めなくてもよいという点です。これは、配偶者である第

2 号被保険者が加入している厚生年金や共済組合が、第 3 号被保険者の保険料も一括して負担してい

るためです。第 3 号被保険者である期間はご自身で保険料を納付することはなくとも、保険料納付済の

期間として将来の年金額に反映される仕組みになっています。 

 

 

 

 

 

 

2
20 60 130 3 3

3
 

 

第 3 号被保険者の届出

を提出しないと、個別に

保険料がかかってしまう

のでご注意ください！ 



 

 

 

 

以下のような理由により第 2 号被保険者の扶養を外れて第 3 号被保険者ではなくなった場合も、 

非該当の届出が必要となります。手順は該当の届出を提出するときと一緒ですので、もれなく提出 

するようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成：関東信越税理士国民健康保険組合 

さいたま市大宮区桜木町 4-376-1 

TEL：048-631-2211 FAX：048-644-3030 

     
こちらのＱＲコードをスマート 
フォンで読み込むと組合ＨＰへ 
アクセスできます。 

 
「第 3 号被保険者関係届」の様式は、日本年金機構 

ほか組合のホームページからもダウンロードできます！ 


